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第１３回東京環状道路有識者委員会

平成１４年１１月２９日（金）

於：ダイヤモンドホテル「エメラルド」

【東京都】　　時間となりました。委員の先生方もおそろいでございますので、第１３回

東京環状道路有識者委員会を始めたいと思います。

　私、本日の進行役を務めます東京都都市計画局の成田でございます。よろしくお願いい

たします。

　それでは、これからの進行を御厨委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。

【御厨委員長】　　御厨でございます。今日は第１３回目ということでございまして、今

回も一般の方の傍聴が可能となっております。傍聴の方は、いつもと同じように、お手元

にお配りをしています注意事項に沿って、会の全体の進行にご協力いただきますようによ

ろしくお願い申し上げます。

【東京都】　　それでは、カメラ撮りされている方には、間もなく撮影時間が終了いたし

ますので、報道の皆様方にはご協力をお願いしたいと思います。よろしゅうございますか。

それでは、カメラ撮りを終了させていただきます。

　委員長、よろしくお願いいたします。

【御厨委員長】　　それでは、討議に入ります前に、事務局から、本日の配付資料の確認

と、それから、前回、第１２回の委員会の議事録についての説明をお願いしたいと思いま

す。

【国土交通省】　　事務局を担当しております国土交通省関東地方整備局の大寺でござい

ます。

　それでは、お手元の配付資料の確認をさせていただきたいと思います。

　一番上にありますのが議事次第、それから配席図、そして委員会名簿、配付資料一覧と

ございます。配付資料一覧のところには、資料－１といたしまして、前回、第１２回の議

事録、それから資料－２として最終提言（案）とございます。

　それから、参考資料－１、２、３がございまして、ＰＩ外環沿線協議会について、費用

対効果に関する補足について、相談所についてとなってございます。

　続きまして、前回、第１２回の議事録についてご説明いたします。資料－１－１と資料

－１－２がございますので、ごらんいただきたいと思います。資料－１－１につきまして

は、１枚紙の議事要旨でございます。それから、資料－１－２につきましては、テープ起

こしの議事録全文でございます。一応これも事前に見ていただいていると思います。

　説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
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【御厨委員長】　　それでは、第１２回の委員会の議事録につきまして、確認をさせてい

ただきます。

　今、事務局から説明がございましたけれども、これについてご質問やご意見のある委員

の方、いらっしゃいますでしょうか。特にございませんか。それでは、第１２回の委員会

議事録について、了承をさせていただくことにいたします。

　それでは、まず報告事項といたしまして、事務局よりＰＩの状況について、補足となる

説明をお願いしたいと思います。

（参考資料－１～３説明）

【御厨委員長】　　ありがとうございました。

　それでは、これらの資料についてご質問等ある方、いらっしゃいますか。

【中条委員】　　参考資料－１の第１０回ＰＩ外環沿線協議会（概要メモ）の詳しい議事

録は、まだできていないんですか。

【国土交通省】　　すみません。議事録は、次回の協議会で了解を得られてから公開とな

ります。

【中条委員】　　そういうことですか。わかりました。

　それで、PI外環沿線協議会（概要メモ）の「その他」の２つ目、「外環ありきの資料は有

識者委員会のためのもの」と書いてあります。これの意味がよくわからないんですが、ど

ういう意味なんでしょうか。

【国土交通省】　　これまでインターチェンジの影響の資料とかを出したときに、これは

計画ありきの資料ではないかというご意見も出てきていましたけれども、その関連のご意

見で、インターの影響とか、今まで出した資料というのは計画ありきの資料だったのでは

ないかという、疑念の意見をおっしゃられた方がいました。

【中条委員】　そういう意味ですか。

　それで、「有識者委員会のためのもの」という意味はどういう意味ですか。

【御厨委員長】　　これはわからないですね。

【中条委員】　　その資料が外環ありきの資料だとご主張なさっているということはわか

りましたけれども、その「有識者委員会のためのもの」というのは。

【国土交通省】　　これも協議員の方のご意見、疑念なんですけれども、有識者委員会で

インターチェンジなしとか、こういう提言をまとめるために、あらかじめそういう資料を

出していったのではないかという疑念を持たれたということです。

【中条委員】　　そうですか。それに対してはどのようにお答えになったんですか。

【国土交通省】　　このとき有識者委員会の第三者性をご説明しまして、決してそういう

ことではないというご説明をしております。

【中条委員】　　ご理解は得られなかったということですか。
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【国土交通省】　　特にそれに対しての折り返しのご意見は、そのときはなかったです。

【中条委員】　　わかりました。

【御厨委員長】　　ほかにございますか。

【越澤委員】　　おそらく有識者委員会、順調にいけば今日で最終回になりますので、こ

ういう協議会の議事録要旨を見る機会といいますか、それに基づく発言は今日だけですの

で、そういう意味で申し上げますと、「その他」には３つ意見がございますが、僕は１、２

は議事要旨に書くべきことではないと思います。なぜかと言えば、その場の議論がかなり

集約された結果であれば要旨に書くべきなんです。

　有識者委員会のことが出ているから言っているのではなくて、協議会の議事要旨という

ものは、どんな会議でもある程度、どういうことが決まったとか、どういうことがほぼ出

ているとか、あるいはこういうことを次回議論するということをまとめるのは適切ですが、

例えば今後、何々区がこういうような検討をしているともし仮に事態が動いた場合に、そ

れは別に外環推進であれ反対であれ、また、それに対してある協議員がそういう区につい

てはおかしいと言った場合、それをそのままここに書くのかどうか。

　ですから、個々の発言は議事録で確認をすればいいわけですから、概要メモというのは

全体の議事の進行状況をある程度的確に示す必要があるので、それについて、事務局なり、

協議会の方々にも、議事要旨のまとめ方の意味は何なのか。つまり、こういう意見もあっ

たということであれば、こういう意見もあるんだし、こういう意見もあるというふうにな

って、であれば主な発言の推移ということで１枚ぐらい別にまた用意して、当日の議事、

議事録全部ではなくて、代表的に出た意見をある程度網羅的に出すべきである。

　したがって、有識者委員会はたまたま名前が出ていますので申し上げますと、要旨のま

とめ方についてはきちんと、もう少し考えていただく必要があるのではないかと私は思い

ます。次回の協議会でこの有識者委員会の発言の全文の議事録が出ると思いますので、最

後の機会ということで申し上げますと、この要旨のまとめ方については、今後再検討して

いただいたほうがいいと私は思います。理由はきちんと述べていますので、有識者委員会

だからということではなくて、個々の発言の取り上げ方をどうするかというのはきちんと

考えてほしいなと。

　以上です。

【御厨委員長】　　今、越澤委員が言われたことはある程度重要でありまして、今後おそ

らく、今日越澤委員がお話になったのは有識者委員会だからというのではなくて、今後こ

ういうケース、つまり一般化したときにこういうものを羅列したほうがいいかどうかとい

う問題ですよね。それが全体の大勢を占めるものであったとしたならばそういうことで書

くべきだし、ただ言われたということだったらそういう処理をすべきであろうと。これは、

私、正論だと思います。

　ただ、有識者委員会がいよいよ終わりになるに従ってこういう批判が出てきているとい

うことは、そうか、ようやく批判が出てきたかということであります。これまでは批判も
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出ない、何をやっているのかわからん委員会だと思われていたから、何となく批判が出る

と性格がはっきりしてくるというところがございます。その意味では、ここに書いていた

だいたというのは、今の越澤委員の意見の否定ではありません、私の感想としては、いよ

いよ批判される存在になったということで、１年やってきて、少しは存在が知られたかと

いう感慨を持ったということだけ申し上げておきます。

　それでは、ほかに特にご意見なければ、ここから最終提言について討議をしたいと思い

ます。前回の委員会で、かなりいろいろお話をいたしました。まだそれに全部、前回では

済まなかったんですけれども、この２週間の間にまた各委員からの意見を、委員同士の意

見交換もございましたし、それから事務局との意見交換もあって、最終的に事務局と調整

をして整理をいたしました。それらに関する資料の説明を、それでは事務局のほうからお

願いしたいと思います。

（資料－２説明）

【御厨委員長】　　以上が、今日までに整理をされた最終提言の案でございます。それで

は、まずご質問等ある方がございましたらそれを言っていただいて、それから順次、ここ

はこうしたほうがいいだろうという意見交換といいますか、最終的な詰めをやりたいと思

いますが、特にご質問ございませんか。

　それでは、順番にやっていきましょう。まず、これは最終提言という形にいたしました

が、どうですか。第二次提言ということもあったんですけれども、一応、委員会が今回で

終わりになりますので、委員会としては最終提言という言い方でよろしいかと私は思いま

すが、特にご異議ございませんね。

　そうすると、そこに委員会の委員の名前が載って、目次が出てというところで、１ペー

ジ目の「１．はじめに」からですが、この第１のはじめにのところはいかがでしょうか。

これで何か、ここはこうしたほうがいいというご意見があれば。特にございませんか。

　では続いて、「２．外環におけるＰＩの経緯」のところです。ここはございますか。特に

ないですね。

　この辺はずっといいとして、では、「３．これまでのＰＩについての評価」ですが、これ

は順番にいきましょう。

　「（１）寄せられた意見の整理・分析」のところ、ここはいかがですか。特によろしゅう

ございますか。

　では、２ページ目にまいりまして、「（２）ＰＩの手法についての評価」の【情報提供や

意見の把握について】、ここのところの記載はいかがでしょう。

　続きまして、【ＰＩ外環沿線協議会について】ですが、これは沿線協議会の議論について

の評価をしているところですけれども、これもこういう表現でよろしゅうございますか。

では、そのまままいります。
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　続いて、「（３）情報提供及び意見の把握状況についての評価」というところでございま

すが、現段階での論点はおおむね把握という評価ですけれども、これもよろしゅうござい

ますね。

　では続いて、「（４）寄せられた意見への対応に関する評価」。ここのところ、これはどう

でしょう。森田先生からお願いします。

【森田委員】　　この２週間、いろいろな追加の資料を見させていただきまして検討しま

した。住民の方々からの要望の中で、環境への影響について、もう少し構想段階でも出し

得る資料があるのではないだろうかということが、いろいろ意見の中にあったわけでござ

います。それで、その情報不足について批判も寄せられたということでございますけれど

も、やっときのう全部資料を精査しました。

　その結果、感じますのは、検討レベルからだけではなくて、やはり将来の交通需要を予

測する不確実性ということもございますし、将来の不確実性をこれに反映するということ

が非常に難しい。技術レベルとして難しいということも十分ありまして、それは致し方な

いという考え、判断を持ったわけでございます。

　したがいまして、「構想段階での検討レベルから見て」ということだけでなくて、「構想

段階の検討レベルや現状の技術レベルから見て」という、非常にマイナーチェンジでござ

いますけれども、そこをつけ加えていただければと思うんです。私自身、そう判断いたし

ました。

【御厨委員長】　　今、森田委員のほうから、そこのところの文章で「構想段階での検討

レベル」と書いてあるところに、もう１フレーズ入れようということでございます。「構想

段階でのレベルや現状の技術レベルから見てやむを得ないものと考える」という、「現状の

技術レベル」ということですが、これはほかの委員の方、よろしゅうございますか。

　越澤委員、よろしいですか。今、一言入れるというのは。

【越澤委員】　　それで何がわかるかはいまいちわかりませんが、あえて異論となるよう

なことではないので、趣旨は賛成です。

【御厨委員長】　　趣旨は賛成ですね。わかりました。

　それでは、「検討レベル」のところに、「現状の技術レベル」という言葉をちょっと追加

させていただきたいと思います。

　次、もとに戻りまして、「（５）情報提供の内容についての評価」です。ここはいかがで

しょうか。ここのところは、まさに内容や作成方法、検討の詳細度というところで、わり

あい議論をしていただいたところだとは思いますが。

【森田委員】　　よろしいでしょうか。昨日やっと精査が終了いたしまして、最後の「以

上……」というところでございますけれども、「行政側から合理的な資料提供がなされてい

るので」と断言するということなんですけれども、では１００％し得るかということでご

ざいますが、私はやはり、１００％断言することはできないという判断でございます。

　要するに、将来の不確実性に関連したいろいろな質問がたくさん出ているわけです。そ
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れに対して、やはり技術的限界はあるから、定量的にはなかなか議論しにくいところがあ

るんです。だけれども、それは定性的にでもいいですから、どのように考えるかの論議を

明確にきちんと説明するべきであろうというところが幾つかあります。その点について微

修正でございますけれども、「行政側から合理的な資料提供がおおむねなされているので」

という形に、「おおむね」を一言入れていただければと思います。これは１００％出されて

いるという断言ではないということでございます。

【御厨委員長】　　なるほど。この点はいかがですか。

　石田委員は。

【石田委員】　　はい、結構です。おっしゃるとおりだと思います。

【御厨委員長】　　中条委員、どうですか。

【中条委員】　　そう書かざるを得ないと思います。その後に、「４．配慮すべき事項と今

後の方向性について」で、こういう資料を議論していけと言っているわけですね。

【御厨委員長】　　そうですね。

【中条委員】　　議論していくときには資料を当然出さなければいけないですが、それな

のに、その前で合理的な資料提供がなされていると断言してしまうと、やはり論理矛盾か

なと。ですから、ここの２行だけ読んでしまう人がいると、本当に困ってしまうなと私も

思いましたので、今の修正案でよろしいかと思います。あるいは、もう少しつけ加えるな

らば、「おおむね合理的な資料提供がなされているが、さらに必要な資料を提供する努力を

続けるとともに」とか、そういうふうに入れたほうがいいのかなと思います。

【石田委員】　　今の中条先生の意見に対して、私、若干違った考えを持っておりまして、

構想段階の議論、前から言いますように、幅１キロとか数百メートルの単位での粗さの議

論ということについてはおおむね妥当であろうと思います。それで、「４．」の中で書いて

あるのは、今後、もう少し詳細度と熟度が上がっていったときにはこれではだめですから、

もっと詳細かつ精度の高い議論をしましょうということで、「４．」のところとストレート

には関係していないのではないかとも思うんですが。

【中条委員】　　僕は、詳細な議論という話ではなくて、欠けている議論というのがある

と思うんです。例えば日本経済全体に対する影響とか、その議論は全然していないじゃな

いですか。そんな話は、とてもまだここで計算なんかする必要性まではないと思っている。

だけど、僕はやはりその方向性、定性的にこういうことも考えておかなければいけないと

いう部分については、森田先生のおっしゃった、多分、環境のところでおっしゃったんで

すけれども、僕はそれ以外のところでも定性的に言っておくべき話というのは、多分ある

んだろうけれども、そこは全部網羅されているとは言えないだろうと思うんです。

　そういう点で、「４．」の「（iii）上記全てを含めたコストと経済効果」というのを、僕は

「コストと便益」と直してほしいんですけれども、その中にはそういったことも全部入る

だろうと、そういう意味です。

【御厨委員長】　　そういうことですね。つまり、これはこれまでの、ここで「以上……」
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と言っているのは、「３．これまでのＰＩについての評価」全体にかかっている言葉ですよ

ね。ですから、そういう感じになるんだと思う。つまり、これは（５）にだけかかってい

るのでもなく、ＰＩの手法についてのもっと前、１ページ目の「これまでのＰＩについて

の評価」というところからずっとこの議論が来て、一番最後にここが来ていますから、こ

れ全部を見たときの「以上」だと思うんです。

　それで、それをというところになるんですが、ただそこのところについて、今、「おおむ

ね」を入れるということ、さらに中条委員の場合は「おおむね合理的な資料提供がなされ

ているが、さらに必要とする資料を提供する努力をするとともに、それをもとに議論を展

開し、深めていく必要がある」と、こういう修正ではいかがかという提案だと思うんです。

それについて、若干、石田委員と中条委員の間でやりとりがありましたが、越澤委員はど

うお考えですか。

【越澤委員】　　どうでしょうか。今、委員長がおっしゃっている、つまり最後の２行と

いうのは、これを章と名づければ、３章全体を話しているということを逆に明確にするた

めに、場合によっては、平成１４年１１月までの段階におけるＰＩについては、その論点

に対する資料提供としてはかなり合理的にされているけれども、今後の議論の論点に応じ

て適宜やはりきちんと資料を出してくださいと。そんな感じならどうでしょうか。

【御厨委員長】　　なるほど。そうするとはっきりしますね。

【越澤委員】　　日本経済の議論がもし今まであって、資料を提供していないとしたらや

るべきだけれども、これからしていただくのであればそれに応じた資料をすればいいわけ

で、ですから、一応、今の時点での全体の総括をしているということをもう少し明確化す

れば、今後は論点に応じてどんどんやってくださいねという感じならどうですか。それを

素直に読めれば。

【御厨委員長】　　そうすると、どういうふうにしますか。「以上」として……。

【越澤委員】　　ですから、ここは少し変えたほうがいいですね。「外環の基本的方針を決

定する構想段階としては」と言うと、今後の議論の話の段階も全部含める言葉になってし

まうと思うんです。だから、これを「今までのやってきたことについては」とか、少しや

わらか過ぎますけれども、それを少し固めの表現して。来月以降も当然まだ構想段階です

ね。

【御厨委員長】　　まだそうですね。

【越澤委員】　　そうすると、構想段階をもう少し次にスライス、議論を進めたらどうで

すかというのが我々のスタンスですから、当然それに応じた資料提供をやってくださいね

と。

【中条委員】　　でも、この２行、要るんですか。上のところにそれぞれちゃんと評価が

してあって、そのまとめがわざわざ要るのかなと。

【御厨委員長】　　もう一度言い直しているという感じですか。

【中条委員】　　うん。まとめを言うと、今、皆さんから出たような意見になってしまう
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んだけれども、当たり前の話で。

【御厨委員長】　　まあ、基本的には当たり前のことを言い直したというところはありま

すね。だから、これを取ったからといって全体として、確かに細かい点の反省は全部上で

やっていますから、なくてもいいとも言えるんだけれども、これは森田委員、どうですか。

やはり入れておいたほうがいいですか。

【森田委員】　　いやいや、それは、一応ここの有識者委員会としてこう判断する必要が

あったら、一言で何だと結論を述べよと言われれば言わざるを得ないということですね。

【御厨委員長】　　そうですね。

【森田委員】　　結論を述べているわけですから、あればあったでそれはいいと思うんで

す。

【石田委員】　　個人的には、やはり３章全体をまとめるという意味において、きちんと

まとめておいたほうがいいと思うんです。それで、提案なんですけれども、（６）として、

これまでのＰＩについての評価ということで項を新たにする。

【御厨委員長】　　６番目に入れろというわけですね。

【石田委員】　　はい。それで、（１）から（５）をすべて受けていますということを明確

にした上で、これまでのＰＩ……。

【中条委員】　　ＰＩについての評価のまとめという意味ですか。

【石田委員】　　はい、評価のまとめ。これまでのＰＩを評価すると、というような。

【御厨委員長】　　これまでというのは、さっき越澤委員が言われたみたいに平成１４年

１１月までのとしておいたほうがいいでしょう。平成１４年１１月までのＰＩの評価を、

まとめるとというのも変だね。ＰＩの評価を……。

【越澤委員】　　「平成１４年１１月までのＰＩプロセスについては、総じて比較的合理

的な資料提供がなされており、さらに今後……」とか、そんな感じぐらいで締めたらどう

ですか。我々としては、完璧に合理的かどうかとなると異論もあると思いますので、まあ

まあやっていたんじゃないですかと、一応及第点だということ。

【御厨委員長】　　そうそう。それで、さらに頑張ってくださいという話ですから、そう

すると一応どうですか。中条委員、（６）に一つ出しますか。

【中条委員】　　ええ、そうですね。

【御厨委員長】　　では、（６）にして、その（６）のところの表題は「これまでのＰＩの

評価のまとめ」と言っておきますか。これまでのＰＩの評価のまとめとして、次の文章と

しては、「平成１４年１１月までのＰＩプロセスを総じて、行政側からおおむね合理的な資

料提供はなされている。」、それで「さらに必要とする資料を提供する努力をすべきである」

ということにしておきますか。後の「議論を深め展開する」というのは、まあ、いいでし

ょう。これは当然だから。

　では、そういうことで、事務局のほうで、今、僕が言ったようにちょっと修文してくだ

さい。
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　その間に、こっちは次のことに行きましょう。「４．」のところは結構議論があると思う

んですが、「４．配慮すべき事項と今後の方向性について」で、中条委員は早速言われたん

ですね。最初の「アンケート結果……今後、議論を深めて行く必要がある」というところ

で、上記全てを含めたコストと……。

【中条委員】　　コストとベネフィットというか、費用と便益でもいいですけれども、経

済効果だけではないでしょうという話です。プラスの便益ってほかにもいろいろあるわけ

で、マイナスのほうだけ経済的に評価できないものを入れて、プラスのほうを入れないの

はおかしいでしょうと。幅広くここはもう、コストと……。

【御厨委員長】　　「コストと便益」。

【中条委員】　　「費用と便益」と言っておいたほうがいいのかなと。

【御厨委員長】　　わかりました。

　これはどうでしょう、ほかの方。「費用と便益」に直すという点。

【越澤委員】　　「経済効果」という文字を落としますか。

【御厨委員長】　　うん。「経済効果」を落として、「上記全てを含めた費用と便益」。だか

ら、「コストと経済効果」のところを「費用と便益」に変えると。いかがでしょうか、よろ

しいですか。

【石田委員】　　それに関連するんですけれども、４ページに【費用対効果】とあります

ね。そのヘッダーも足並みそろえたほうがいいのかなと。

【中条委員】　　うん、そうですね。

【石田委員】　　あと、中条先生に伺いたいんですけれども、この【費用対効果】の中に

「社会全体としての費用対効果の比較を行い」と書いてあるんですけれども、最近、便益

の帰着構成とか、もう少し詳細な議論、ありますよね。そういうことというのは、やはり

広域と沿線という問題に鋭く関連しますので、少しどこかに書いておいたほうがいいのか

と思うんです。いかがでしょう。

【中条委員】　　その話、僕も言おうと思っていたところなので、僕も賛成なんです。こ

の前、意見を出したときに、どこかに入れてもらったような気がしたんだけれども、入っ

てなかったでしたっけ。要するに、費用と便益の総額の話と、だれに帰着するかという配

分の問題です。それを考えた上で、配分の問題と、補償の問題ですよね。

【御厨委員長】　　配分と補償ですね。そうすると、もしそれを入れるとすると、どの辺

になりますかね。

【石田委員】　　例えば、【費用対効果】の・をこういうふうに直したらどうでしょうか。

「社会全体としての費用対効果の比較を行うとともに、主体別の費用、便益の配分並びに

補償の問題もあわせて検討し、総合的判断を行うべきである」とか。

【御厨委員長】　　そうすると、ここはあれですか、まず「【費用対便益】」に変わって。

【石田委員】　　費用対便益でいいですか。

【御厨委員長】　　そうですね。
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【中条委員】　　便益でいいでしょう。

【御厨委員長】　　そうすると、「今後」のところは変えないわけですね。「今後、社会的

便益や外部不経済なども考慮して社会全体としての費用対便益の比較を行うとともに」と

いうわけですね。

【石田委員】　はい。

【御厨委員長】　　その後の文章をもう一遍、事務局にわかるように言ってください。

【石田委員】　　「主体別の配分並びに補償問題などもあわせて検討し、総合的判断を行

うべきである」。さっきのと少し違っていると思いますが。

【中条委員】　　いや、いいですよ。

【御厨委員長】　　そういうのを入れようと、こういうことです。

　越澤委員、どうですか。

【越澤委員】　　それについては特段ありませんが、１カ所別で、少し混乱して申しわけ

ないんですが、我々ではいいんですが、これは多くの人に読まれるということで、外部不

経済はまだわからないんじゃないかな。

【御厨委員長】　　言葉として練られていないか。

【中条委員】　　外部不経済と言うと、例えば環境問題なんかは経済の話じゃないからと

思われちゃいますね。

【御厨委員長】　　うん、確かに。

【越澤委員】　　だから、もう少し別のわかりやすい言い方のほうが。どこかの区議会で、

外部不経済って何ですかと議員さんが質問して、区長さんが答えるときにどうするんだと

か。

【中条委員】　　そうですね。中身として、大部分は環境コストですよね。それから、地

域分断だとか、事故は入るかな。事故が外部不経済と言えるかどうかというのはあれです

けれども、ちゃんと補償機構ができていなければ外部不経済ですね。まあ、一言で言って

しまえば外部不経済なんだけれども。

【越澤委員】　　わかると判断してしまえばこれでいっていいと思うんですが、どうしま

しょうか。

【御厨委員長】　　例として、外部不経済に括弧書きしますか。

【中条委員】　　例えば、「外部不経済（環境コスト等）」と書いておいて、越澤先生は地

域の分断とかそういう話をかなり重要視をされているわけだけれども、そこまで入れるか

ですよね。環境コスト等だけでいいのかどうか。

【御厨委員長】　　どうでしょう。地域分断は入れますか。

【越澤委員】　　いや、そこまでは要らないと思うので、地域環境に与える影響。どうい

う言い方がいいのかな。

【中条委員】　　少し僕が気になるのは、社会的便益と書いてあって、一方で外部不経済

と書いてあるけれども、これは外部不経済や外部不経済と書いてしまっていることなんで
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すよね。

【御厨委員長】　　まあ、そうだね。

【中条委員】　　社会的便益というと、当然、全部含めた話になりますから、ここで言い

たいことは、多分、市場外のものという話ですよね。

【御厨委員長】　　うん、そういうことに入りますね。でも、一応「外部不経済」として

おいて、これはやはり一つの用語であるから、今、言われたように「（環境コスト等）」と

例示で挙げておくという程度にとどめたらどうでしょう。あまり括弧書きの中が多くなる

と、これまたわけわからないことになるので、注意を喚起する意味で「環境コスト等」と

いうものを「外部不経済」の後に括弧書きで入れるという形にして、あとは先ほどの石田

委員の言われた文章を少し入れるということで、ここはでき上がりということです。

　それで、おそらくこれと、それからその前に「４．」のところはまだ議論があると思うん

ですけれども、ほかにいかがでしょうか。ここでわりと踏み切って、インターチェンジと

上部利用についてはかなり評価をしたというのか、評価をより一歩進めて、あるガイドラ

インを示したような感じのところがあるわけですけれども、そこまで有識者委員会として

やるかどうかという議論は、必ずしもないわけではないんですが、ここはどうですか、【イ

ンターチェンジと上部利用】。

【中条委員】　　そこのところで、３ページの【インターチェンジと上部利用】の上から

４つ目に「地下化案を基本において」と書いてあります。その後の一番最後の行にも「イ

ンターチェンジ無し地下化案を基本案として」と書いてあります。多分、これがあって誤

解を招いているんだと思うんです。

　僕、何度も言うというか、この委員会でも皆さんの意見は同じだと思うんですが、物事

のいいか悪いかを決めるときにベースのものがなければ決められないでしょうと。多分、

それをわかっていらっしゃらない協議員の方がいらっしゃるわけです。ところが、「基本に

おいて」と書いてしまうと、それってもう……。

【石田委員】　　ありきという。

【中条委員】　　うん、そういうふうにとられてしまうわけです。多分、誤解があるわけ

です。要するに、費用便益計算上のベースケースなんです。費用便益計算上のベースケー

スとしていろいろなものを、全部いっぱい選択肢を並べられないから、ベースのケースと

して取り上げるという意味なんだけれども、多分それが誤解されているんだろうと思うん

です。だから、基本案、基本においてという言い方をしないほうが。

【石田委員】　　でも、ベースケースを日本語に直すと基本案になってしまうんですよね。

【中条委員】　　だから、「費用便益計算上」でいいんじゃないのでしょうか。それをもう

少し砕いた言い方にするかどうかは別として、意味としてはそうですよね。

【石田委員】　　そうですね。

【中条委員】　　それをもとにして検討してみたけれども、やはりこれではだめだからや

めという話は当然あるわけで、絶対ありきの話をしているわけではないわけです。そこを
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誤解されてしまう可能性がある。

【御厨委員長】　　これは越澤委員はどうですか。

【越澤委員】　　まず、これは絶えず議論を絞って、絶えず廃止も比較であるよと一番最

後にはっきり書いていますから、別にこれでしゃにむに進めなさいという議論をしている

わけでないというのは、そんな長い提言ではありませんから、その誤解は十分に解けると

思います。我々有識者委員会の議事録なり、見た上での発言で誤解があるというんでした

らそれは別なんですが、今回、最終的に見られるのは提言そのものですから、提言の文章

として問題があるかどうかということだと思うんです。

　ですから、私は基本的にはこれで大丈夫だと思いますが、今のお話ですとこんな提案も

あり得るんですけれども、言葉が二重になるなと。例えば、【インターチェンジと上部利用】

の４行目なんですが、「インターチェンジ無し地下化案を議論の基本において議論する」と、

議論が２つになってしまいますが。

【中条委員】　　「検討上の基本において」かな、「検討上の基本ケースとして」か。

【御厨委員長】　　地下化案を検討の……。

【越澤委員】　　では、こうしますか。「インターチェンジ無し地下化案を検討の基本にお

いて議論を進める」。そうすると、議論が二度重ならないで、あまり幼稚でない。

【御厨委員長】　　修文すると何となくしつこくなるんだけれども、今、２人のおっしゃ

った「インターチェンジ無し地下化案を検討の基本において議論を進めるべきである」。多

分、最初からその案が出たら、きっと「基本において」に変えてしまうだろうという気が

するけれども、後から入れるとそういう感じです。だから、そこに多少含みを持たせると

いうのかな、私も読んでいて、少し最初から気になっているのは、もちろん後ろまで読ん

でくださって、全体としてやってくださればそれはいいんだけれども、やはりここだけ読

んでしまうというケースが結構あると思うんです。そうすると、何かうちの委員会として、

これまでは入り口のところでもじもじしておったのが、最後に手を突っ込んだかという感

じになっても、ちょっとやはりそれはここの委員会の趣旨では、最終提言だからそれでい

ってしまうという案もあるんだけれども。

【森田委員】　　すみません。私、今、ちょっと感じますのは、やはりある検討の比較対

象、比較の基本なんです、これは。ある意味で借り置きして比較をする基本なのに、検討

の基本と言ったら急にニュアンスが、かなりそこに段差があるので、やはり「比較の基本

として」というほうがわりと今の議論の真意を伝えるにはいいと思います。議論で意図さ

れていることと言葉とが乖離し過ぎるような気が少しいたします。

【石田委員】　　しつこくなり過ぎるかなとも思うんですけれども、例えばもう少ししつ

こく言うと、「地下化案を検討の一方の基本において、整備しない案とも比較しながら議論

を進めるべきである」というふうにすると。

【御厨委員長】　　いや、整備しないというだけではないでしょう。要するに、そのイン

ターチェンジ無し案とは、もっとあり案があるわけじゃない。出てくるケースとしては多
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分。だから、全然やらないというのとの比較ではなく、そこはあまり比較の実態を入れて

しまうとまずいと思う。やはり基本的には、インターチェンジ無し地下化案を、だから検

討のまず第一歩ということを言いたいんだよね。とりあえず検討してみなさいと。そこか

らスタートしてみる。そうじゃないといつまでたっても議論に入らないでしょうと。だか

ら、議論のいわば呼び水というか、入り口にこれを置きたいという話なんだから、そうい

う感じのニュアンスが出ていれば僕はいいと思うんです。

【越澤委員】　　これはどうでしょうか。際限なく使っていくと括弧がやたらと増えるよ

うな提言になっていきますので、私の提案では、先ほど言ったように４行目は、「検討の基

本において議論を進めるべきである」というのはそのままにして、一番最後の行の「基本

案として」を取って、「インターチェンジ無し地下化案の検討のためには」とか、あるいは

「ために」と。つまり、インターチェンジ無し地下化案を検討の議論に置けということを

言っているわけですから、その詳しい内容をさらに詰めなさいと。それを公開しながら、

それが進めるべき案なのか、結局ここは総合的に判断すると、外環というのはやはり採用

しないほうがいいのかとか含めて、いろいろなことを検討しなさいということを言ってい

るだけであって。だから、最後の行の「基本案として」というのを直せば、話としてはす

んなり進むのではないでしょうか。

　というのは、実は我々有識者委員会が新たにこういう案を提案しているわけではないん

です。もともとこれは行政が１年半前に提案していた案の中で、ともかく詳細内容が少し

ずつわかってきて、もうちょっとさらに詳しく検討しなさいということを、我々が論点整

理をしているだけなんです。別の新たな提案をしているということであれば、有識者委員

会の責任になるわけですけれども、そうではなくて既に行政でたたき台を出した。出して

いる中で、一方、ベースに置きながらもうちょっと詳しい検討をしなさいと。ただし、そ

れで、別にその議論の中でいろいろなバリエーションが膨らんでいってもいいわけですけ

れども、今はまだ何も進まないでしょうということを言っているだけにすぎない。だから、

「基本案」を取れば、今の誤解は基本的になくなるのではないかと思うんですが、いかが

でしょうか。

【御厨委員長】　　じゃあ、皆さんの意見をまとめてそうしましょう。だから、４行目の

ところは、「インターチェンジ無し地下化案を検討の基本において議論を進めるべきであ

る」。一番最後の行は、「国と東京都は、インターチェンジ無し地下化案の検討のために、

その計画内容、環境への影響、移転補償策などの具体的かつ詳細な検討を早急に進め、そ

の情報・データと方策案については……」と、検討が２つ出てくるけれども、まあ、いい

でしょう。こうすると、議論のとば口だということはわかりますね。どうですか、皆さん。

　中条委員、いいかな。

【中条委員】　　そこはそれでいいんです。何かやはり必要性の議論をするんだったら、

具体的なモデルがないとできないじゃないかということを、どこかに入れたいなという気

がずっとしているんです。
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【御厨委員長】　　では、それをどこに入れるか。だから、今後の方向性のところでそれ

を入れるとすると、やはりこの部分ですかね。

【石田委員】　　それと絡むと思うんですけれども、項目出しのところが【インターチェ

ンジと上部利用】だけになっていますね。必要性についての議論の基本的な考え方なんて

いうのが最後のほうに書いてあるわけですね。それで、ヘッダーのところも、何かそうい

うのが単語として入ったほうがいいのではないかと思うんですけれども、いかがですか。

今の中条委員の意見に絡んで。

【御厨委員長】　　「インターチェンジと上部利用」としないで、これを変えろと。

【石田委員】　　その言葉は入っていいんですけれども、例えば「外環の必要性に関する

方針決定のあり方」とかというふうに。

【御厨委員長】　　外環の必要性の議論に関する方針の決定と……。

【石田委員】　　「方針決定のあり方とインターチェンジと上部利用」。

【中条委員】　　それよりも、インターチェンジと上部利用の話は分けておいて、上の最

初の数行ありますね。ここに入れてしまったほうがよくないですか。

【御厨委員長】　　うん、ここに入れますか。

【石田委員】　　なるほどね。

【御厨委員長】　　最初のいわゆる前書きというか、全体を縛る議論のところでそれを一

言入れる。そうすると、これをどこに入れますか。「最終的な合意形成には至っていない。

解消されていない不安として…（中略）…があげられるので、今後、議論を深めて行く必

要がある」と、この後でしょう。

【中条委員】　　そうですね。

【御厨委員長】　　この後に、それでは何と入れますかね。

【中条委員】　　「なお」ですよね。

【御厨委員長】　　うん、なお書きでいいと思う。「なお」とやって、要するにさっきおっ

しゃった、何ておっしゃったっけ。

【中条委員】　　「必要性についての議論を進めるためには具体的な」、何て言ったっけ、

モデルと言ったんでしたっけ。

【御厨委員長】　　そうそう。

【中条委員】　　モデルじゃちょっとあれですね。

【石田委員】　　「条件を設定する」とか。

【中条委員】　　うん、そうですね。

【御厨委員長】　　「なお、必要性についての議論を進めるためには、具体的な条件を設

定した計画案が必要である」、どうでしょう。じゃあ、その一言をここに入れましょう。だ

から、まあまあモデルが必要だということを言って、そしてこの議論をしてということで

すね。

　ほかにいかがでしょう。ここのところがいろいろご議論が多分出ると思っていたんです
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が。

【越澤委員】　　ですから、結論的に言うと、私はやはり今後の議論の焦点はインターチ

ェンジと上部利用だと思いますので、この小見出しはそのままでやったほうがいいと思う

んです。

【御厨委員長】　　だから、これはこれでいいと思います。【インターチェンジと上部利用】

に戻します。これはそれでいい。

【越澤委員】　　前に入ってくる。

【御厨委員長】　　そうそう、その前に。

【越澤委員】　　わかりました。私もそのほうがいいのではないかと思います。

【御厨委員長】　　それで、なおここはまだ議論があると思うんですが、どうでしょう、

越澤委員、ご意見ありますか。

【越澤委員】　　これのたたき台のたたき台は、前回の私のものがかなり多いものですか

ら、そういう意味では一種の提案の責任もあり、逆に私から言うのも変なんですけれども、

再度確認という意味で提案します。幾つかポイントのところ、今、もう既に随分議論され

ましたので、地下化案も別にそれでやりなさいという意味じゃありませんということも確

認とれましたので、もう一個、平成１５年３月の問題です。

　まず、たたき台が提案されて２カ年であるということは、きちんと本文でうたったほう

が僕はいいと思います。ですから、１５年３月という記述はあったほうがいいと思うんで

すが、私は当然ながらそれは非常に簡素に書いていますので、私個人はこの原案でも構わ

ないと思っておりますが、再度確認の意味で申し上げますと、これは行政判断するのはす

る側の判断ですので、別に２カ年より短くても構わないし、事情で延びてもそれは構わな

いわけです。ただ、常識的に考えて、あまり延びたら延びたということの説明も要るでし

ょうし、それから短く判断するのであれば判断できる段階に至ったということをきちんと

説明すればいいわけで、これはあくまで行政のフリーハンドの部分と、全体推移だと私は

思っています。

　そういう意味で書いていますが、多分、皆さんもそういうご理解だと思うんですけれど

も、これでよければこれでしますし、もう少し字を書き込むかどうかというのはあっても

いいかもしれません。

【御厨委員長】　　そうですね、ここはちょっとあれなんだな。

【中条委員】　　僕、このままでもいいと思いますけれども、書き加えるとすれば、要す

るに何が問題だったかという話は２点に集約されるわけで、１つは地元の住民の意見を何

も聞かずにやってしまったという話、ＰＩをやらなかったという話ですね。だから、今、

やりましょうというわけです。もう一つは、ずっとほうっておいたという話です。そのほ

うっておいたということの反省として、ちゃんと時間管理って必要なんですよということ

をここに入れるかどうか。だから、早くやりなさい、決めなさいと。わざわざここへ入れ

ている話というのは、やはりその反省があるからですよね。
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【越澤委員】　　これも、実はこの段階で全部決まるのではなくて、１回これで一歩案を

進めて、さらにまたいろいろな段階で、いつでも、これはやはり無理だということになる

可能性もあるわけです。

　１つこういう形もあります。もちろん原案でも、私、いいと思っていますが、「外環の行

政判断、政策方針の決定については、時間管理の観点が大事である。」と１回すとんと切り

まして、「したがって、平成１５年３月にたたき台の提示が２カ年を迎えるということを十

分意識して」、あるいは「十分認識して行うべきである」とする。同じかな。

【御厨委員長】　　いや、そっちのほうがいいかもしれない。

【石田委員】　　今、口頭でおっしゃったほうが私はいいと思います。というのは、やは

り沿線協議会の実態という問題があるので、そっちのほうを我々としてはケアしたほうが

いいと思うんです。こういうふうに言い切ってしまうと、何か聞く耳持たないとなっても

嫌な話ですよね。

【御厨委員長】　　そこは少し僕も気になっていて、つまり沿線協議会に対して、むしろ

これはある種の逆の強制力になって、もうそこで打ち切るんだみたいな話になると、結局、

行政は打ち切ってもよろしいという話にとられるとちょっと違うから、今の越澤委員の。

【石田委員】　　困りますから、越澤先生の今の口頭のほうがいいと思います。

【越澤委員】　　そういう趣旨だったんです。もう一回言ってみましょうか。

【御厨委員長】　　もう一回言ってください。

【越澤委員】　　「外環の行政判断、政策方針の決定については、時間管理の観点が重要

である」あるいは「大事である」。どっちでもいいと思います。ニュアンスは委員長に決め

ていただいて。「したがって、平成１５年３月にたたき台の提示から２カ年を迎えることを

十分に認識して」とか。「意識して」より「認識して」がいいかな。

【御厨委員長】　　「十分認識して」がいいでしょう。

【越澤委員】　　「十分認識して今後取り組むべきである」と、そんな感じですね。

【御厨委員長】　　そうですね、それでいきましょう。「大事である」というよりは「重要

である」としましょう。「重要である」として、今、言った文章にちょっとそこは変えまし

ょう。そうすると大分すっきりしてきました。

　あとはどうですか。「４．」のところでもう少し議論があればですが、よければ、時間が

大分押してきましたので、次の留意事項のところへ行きたいんですが。

【越澤委員】　　ちょっと簡単なことだけ。

【御厨委員長】　　はい、どうぞ。

【越澤委員】　　すみません。それとの絡みで、実は後ろの参考資料を今、見ていて気づ

いたところがありまして、参考資料４の図面です。つくっていますのは当然行政で、有識

者委員会に出したということで若干こちらにも責任が生じますので、注釈のところもでき

れば変えたほうがいいかなと思いました。一番右下なんですが、「シールドトンネルの地上

部については、現状の市街地を維持することも可能です」となっています。



- 17 -

　これはニュアンスで言うと、むしろ現状の市街地を維持しないケースが基本だけれども、

してもいいんですよというふうにも読めるので、単純にただ、あまりそういうふうに誤解

を招かないように「現状の市街地を維持することが可能です」と。仮にシールド案を検討

する場合に、あるどこかの特定の区がどうしてもここは一部公園が欲しいんだという話が

あってもいいわけで、基本は要するにシールドであれば、市街地に移転がないというのは

できますということをベースに読めるようにしておいたほうがいいのではないか。「も」で

すとやはり何となく。

【御厨委員長】　　「維持することも」と書いてあるところですね。

【越澤委員】　　本当はどいてほしいんだけれども、まあ、いてもいいですという感じが

します。そこまで深読みはしていないかもしれませんが、一応これが添付資料ということ

ですと。だから、「も」を「が」に変えていただくとどうかなと。どうかしら。

【御厨委員長】　　参考資料４のところね。「も」が「が」になる。国語の問題になってき

た。

【中条委員】　　「も」はやはり、前提が何かあってから。

【越澤委員】　　ちょっと変ですよね。

【御厨委員長】　　普通そうですね。「が」のほうがはっきりするかな。

　どうですか、森田委員。

【森田委員】　　僕はいいです。

【御厨委員長】　　では、「が」にしましょう。

　では、次にいよいよ留意事項に行きましょう。「５．その他（留意事項）」で、まず１）

ＰＩ外環沿線協議会、これは前に書いてあることをもう一遍言っているんですよね。それ

がちょっと私も気にはなっているんだけれども。

【石田委員】　　ちょっと意見があるんですけれども、全く同じ文なんです。ちょっとこ

れは好みに反するというか、好きじゃないので、先ほども議論になりましたけれども、今

の沿線協議会というのは、ようやく議論がかみ合ってきつつありますけれども、やはりま

ずいので、時間管理等を考えるともっと円滑に進めていかないとだめだと思うんです。当

委員会から言うべきことではないかもわかりませんが。

　それで、現時点で、事務局と進行役は国と都が務めておられるわけですよね。ですから、

「国と東京都は運営方法を改善し、議論が深まるよう努めるべきである」とか、そういう

国とか都への注文というのは書いていいと思うんです。いかがでしょうか。

【御厨委員長】　　そうすると、どういうふうにしますか。

【石田委員】　　それと、沿線協議会というのは非常に重要な場ですよということの認識

を示す意味で、こんな文はいかがでしょうか。「ＰＩ外環沿線協議会については、地元住民

及び区市との重要な意見交換の場であるので、現時点で事務局と進行役を務める国と東京

都は運営方法を改善し、議論が深まるよう努めるべきである」。

【御厨委員長】　　という文章ですが、いかがですか。私もここは直したほうがいいと思
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って、同じ文章が２つ来るというのは何だか変だから、今の、僕は基本はそうだと思いま

す。むしろ有識者委員会としてはそれを評価して、今後の、これをやってくださいよと言

ったほうがいいと思うんです。協議会自体に対してもそうだし、国と都に対してもやはり

言っておくべきでしょうから。では、一応、今の石田委員の意見でここを変えましょう。

　次、「２）住民の生活補償のために今後検討すべき課題」についてはいかがでしょうか。

大丈夫でしょうか。では、「３）沿線住民アンケート」。よろしいですか。

　では、「４）本委員会の果たした役割」ですが、これは我々の自己評価でありまして。

【中条委員】　　「４．配慮すべき事項と今後の方向性」についてですね。それで、「５．

その他」となっていて、その他の中に、沿線協議会のように重要なものが「その他」の中

に入っているというのもおかしいし、生活補償のために今後検討すべき課題というのも大

事な話ですね。本委員会の果たした役割ぐらいは「その他」でいいと思うんですけれども、

これはやはり、「５．」の１）２）３）は「４．」の中に入れるべき話ではないですか。

【御厨委員長】　　今後の方向性についてでしょう。まあ、留意事項というのは配慮すべ

き事項と同じだから、基本的には。では、これを上に上げてしまいますか。

【中条委員】　　順番の問題がありますけれども、少なくとも１）２）３）については上

の……。

【越澤委員】　　上に小見出しにしたらいいんですね。

【御厨委員長】　　同じ小見出しにして、そのまま上に上げてしまう。

【中条委員】　　はい。

【石田委員】　　１）２）３）、５）もそうですね。

【中条委員】　　ただ、５）は４）と一緒にしてもいいかなという感じもありますよね。

【石田委員】　　なるほど。

【御厨委員長】　　多分、４）と５）は一緒にしておいたほうがいい。つまり、我々の委

員会の役割はこれで自己評価して終わって、でも、なおかつ検討すべきことがあるよとい

う話だから４）と５）は一緒にして、それを「５．」にしますか。それで、「５．」は「その

他」としないで、「留意事項」のほうを先に出してもいいですね。残された問題という感じ

で「留意事項」にして、本委員会の果たした役割と専門家のアドバイス、評価というのを

つける。それで、この１）２）３）はそのまま上に上げてしまっていいのではないですか。

【中条委員】　　「留意事項」というのは要らなくないですか。

【御厨委員長】　　「留意事項」はやめますか。

【中条委員】　　やめてしまって、１）２）３）上に上げてしまって、「５．」は「本委員

会の果たした役割」。

【御厨委員長】　　では、そうしましょう。「本委員会の果たした役割」というのを「５．」

にして、それで両方入れると。それで非常にはっきりしてきました。

　そうすると、あと残されたのは、まず我々の自己評価のところはいいとして、次、専門

家のアドバイス、評価。この辺はどうですか。いよいよ後へ残していくところの一言なん
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だけれども。

【越澤委員】　　２点ほどありまして、最後の３行の部分ですが、「今後」のところですね。

私、「必要があれば」ぐらい入れたほうがいいかなと思っています。理由は、こちらから、

我々は自分の専門家委員会ですから、だれがまた、どんな方々が入るかは別として、専門

家がみずから専門家委員会を必ずつくれというのもちょっと変かなという気もします。要

は、本当に必要があればつくればいいし、事務局なり行政なり住民なり、これは自分たち

で十分議論できたということであれば、理由があればつくらなくてもいいと思います。こ

れは十分に議論したということで、ですから１つそういうのを入れてみたらどうかという

のが１個の提案です。

　それから、ちょっとそれと別なんですが、これはぜひ並列で入れてほしいというのがあ

りまして、「ＰＩプロセスについての点検評価」や、次に技術的課題で括弧の２点、これは

当然重要だと思います。その次に、点を打っていただいて「都市計画変更の手続」と。な

ぜかといいますと、こういうことなんです。もちろん、環境アセスも都市計画もそれぞれ

審議会があって議論するわけですが、今、問われていることは、その手続が適正に行われ

たかどうかということが非常に問われてきている時代でして、多分、関東地方整備局自身

が何件か訴訟で当事者になっていると思います。それが裁判になってくる時代になってき

たんです。

　ですから、一番の原点で言われているのは、昔の都市計画審議会、当時の法律でいえば

適切だったのかもしれませんが、それ自体も本当にどうだったのかということも随分批判

されていますから、いずれにせよ、外環を廃止するにしても、もし仮につくるとしても変

更手続が要るわけです。どこかの段階で最終決着は、方向を決めて、最後に全部の案を決

めてから、つくるにせよ廃止にせよ変更手続をしなければいけない。それも、これは区と

市と都の審議会、それから国が当事者ですから、いろいろ複雑なんです。

　ですから、あるときに都市計画審議会で多数決で打ち切りですというわけにいかないと

思いますから、やはりこれも必要があればの前提なんですけれども、都市計画変更、つま

り最後の法律変更の手続をどうしたらいいかというのは、やはり項目としては重要かなと。

それを必ず専門家が見ていくかどうかというのは、こういう理由で、こういう手続で自分

たちでやりますと堂々と言って、世論に耐えるということであればいいと思うんです。

　それから、環境アセス自身も、みずからの、既に決まっている条例の中で設置された審

議会で堂々とやって、ＯＫであればそれでいいわけですから。ここで言っている意味は、

外側からもう一回アドバイスなり評価を受けなさいという趣旨だと思いますので、協議会

みずからやっているわけです。そういうことで、都市計画変更手続は最後の締めでものす

ごく重要になってくるということで、私は入れたほうがいいと思っています。これ自体い

かがですか。

【御厨委員長】　　どうでしょう、皆さん。石田委員、どうですか。

【石田委員】　　ものすごく大事な問題なんですけれども、外環特有の問題を超えて議論
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が広がりますよね。その辺の関係ってどういうふうに整理されるんでしょうか。今の都市

計画法、あるいは環境アセス法で決められているものってありますよね。それとそういう

ものが、ある意味では現状になじまないところがあるから、問題を起こしているところも

あるわけですよね。そうすると、外環の問題を超えて都市計画法そのもの、あるいは環境

アセス法そのものに問題が波及しませんか。その辺、どういうふうに整理されるのかなと。

【越澤委員】　　これはあくまで外環に関してのことを言っているだけにすぎません。単

純に言えばこういうことなんです。法律上は、例えばこれは公聴会が義務づけに、多分、

現時点ではならないと思いますが、ちゃんとやりますとか、それから十分にこういう期間

をとりましょうとか、そういうことを言っているんです。それから、区と市の審議会で一

斉に始めるのとか、いろいろあるわけです。最初にこれは都から方向性を議論するのかと

か、それはやはりきちんと最後の、どういう案になったにせよ、きちんとそれ自体がまた

問われてくる。多分、それがあったからこそ、今、ＰＩ協議会でも当初の決定の資料を全

部出してくれとか、いろいろ出ていますよね。そんなことにならないように、今後どうい

う選択をしたにせよ、極めてこれは特殊な都市計画案件ですから、やはりそれをきちんと

最後はやったほうがいいと思います。そういう意味です。

【石田委員】　　はい、クリアになりました。

【越澤委員】　　だから、都計法そのものをどうという意味ではなくて。

【石田委員】　　はい、わかりました。

【御厨委員長】　　中条委員、どうですか。

【中条委員】　　ちょっとまだ、僕、理解していないんですが、つまりそういう話になる

とほかにもいろいろあるなと。環境アセスメントのやり方とか、そういったことも含まれ

るのかどうかですね。都市計画審議会の運用の仕方とか、そんなこともかかわってきます

か。

【越澤委員】　　一言で言うと、まさにそれです。

【中条委員】　　であるならば、そういったことについて議論していない、検討しなさい

ということですか。

【越澤委員】　　その必要があればやりなさいということをあくまでも言っている。

【中条委員】　　それは僕も大事だと思うんだけれども、それは今おっしゃった都市計画

審議会の話だけではなくて、ほかにもたくさんありはしないかと。

【越澤委員】　　「など」ぐらいにしますか。

【中条委員】　　そういうことを言っていくと。

【越澤委員】　　あるいは、「法律上の手続」と言ってもいいですよ。もうちょっと広くね。

【御厨委員長】　　話が、都市計画の問題である、あるいは都市計画法の問題であるとい

うのはよくわかるんですけれども、やはりここでの専門家のアドバイスや評価というのは、

我々はあまり踏み込んで言うべきではないだろうという気が僕はしている。越澤委員の問

題意識はすごくよくわかるし、外環に関連する限りで都市計画変更だということもわから
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ないわけではないんだけれども、この文章だけだと、やはり最初に石田委員が言われたよ

うな、全体と少し違う種類のものが入ってきているという印象を、僕としては持たざるを

得ない。そうすると、結構説明もしなくてはいけなくなって、そうまでして入れる必要が

あるか。

【森田委員】　　委員長、ちょっといいですか。石田先生が出られるので、出られる直前

に、私、１つだけほかの話題をして、そっちにまた返っていただきたいんです。

　私、実は専門家のアドバイスのところで、交通需要予測のところに、誘発交通量も考慮

したというような例示をちょっと入れていただきたいんです。それはなぜかといいますと、

ずっと今まで議論して、環境問題で住民の方が非常に不安を感じていらっしゃることの一

番基本に交通需要予測があったんです。それが実は、今回もいろいろ説明を受けたんだけ

れども、やはりそこまできちっとこたえられるだけの技術レベルになっていない。すなわ

ち、データをしっかり集めて、そこの検討がなされていないのではないかという実感を持

ったんです。

　だから、そこをクリアに、そこの例示を挙げて、今、必要に応じてと越澤先生はおっし

ゃったんですけれども、僕はぜひともやってもらいたいんです。それをやらないと、なか

なかこういう問題に対してこたえられないのではないかという感じがしました。ただし、

私は交通需要予測の専門家ではございませんので、石田先生のコメントだけをいただいて。

【石田委員】　　誘発需要と言った場合に、世の中ではすごい混乱している概念だと思う

んです。新しい道路ができることによって土地利用が変わって、新たな交通需要が発生す

るというのも誘発だと世の中では言われておりますし、道路ができることによってサービ

スレベルが変わって、その他の交通手段から自動車になるということも誘発だと言われて

いるし、同じ自動車の中から、それまではほかの道路を通っていたものも、新たなに来た

ものを誘発と言うことがありまして、誘発というのが非常に概念として広過ぎるので、一々

言い出すと切りないと思うんです。交通需要予測の問題点というのは、やはりそういうこ

とをすべて含んでいると思いますので、あえて切り出す必要はないのかなと。逆に切り出

してしまうと、かえって議論の本質が、誘発という言葉に引きずられて、見落としかねな

いことにもなり得るのかなと思うんですが。

【森田委員】　　私、言葉の問題としてはそういうことはあると思いますし、誘発交通量

という中にそういうものが含まれているとは思うんですけれども、実質的にそこのところ

がきちっと議論されて、あるいはそれが公に資料が出されないために、住民の方々の非常

に大きな不安をかき立てている。そこはやはり交通を専門とされている方々の責任だと思

うんです。だから、そこをぜひとも、そういう前向きな幾つかの技術的検討に持ち込んで

いただきたい。これが僕のお願いなんです。

【中条委員】　　それは大変なお願いをされている。

【石田委員】　　私が受け切れるかどうかわからないので、すみません、電車の時刻も迫

っておりますので、後は御厨委員長にご一任いたしますので、退席することをお許しいた
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だけますでしょうか。

【御厨委員長】　　はい、結構です。どうもありがとうございました。すみません、私の

時間管理が例によって悪くて。

　僕は、この専門家のアドバイス、評価というのは、あまり重いものだと考えていないん

です。別にまた委員会をつくれというのではなくて、ここにいるように専門家がアドホッ

クに、個々人で受けてもいいし、そういう意味で言うと、それからワーキンググループ的

なものでもいいし、まあ、書かなくてもそういうアドバイスは得られるだろうと思うんで

すけれども、その程度のもので、あまり例示をたくさん挙げる必要はないのではないかと

いうのが私自身の感じなんです。

　特にここは一番最後ですから、委員会としては終了すると。だけど、まだ委員会でやり

おおせなかったいろいろなことがあると。その中で挙げるとすれば、ＰＩプロセスはそう

かなと、技術的課題についてもついに専門的な話には入らなかったねという程度であって、

だから、そこにおっしゃった都市計画変更の手続とかを入れ始めると、もう少し文章が重

くなるのかなという気がする。でも、皆さんが賛成であれば、私、入れるのはやぶさかで

はありませんが、私自身としては非常にここは軽い、それこそ最後の、もとは留意事項、

その他のところに入っている話ですから、あまりそこで議論はしたくないという感じは、

越澤委員、僕は持っているんです。

【越澤委員】　　そうしますと、そういう指示であれば、最後はむしろ「アドバイス、評

価」よりは「専門家の意見を聞くべきである」ぐらいにしますか。

【御厨委員長】　　うん。それでいいのではないですか。

【越澤委員】　　できましたら、「など」ぐらいはやっておいていただければどうでもなる

と。例えば、「技術的課題など」ぐらいはどうでしょうか。それは何を意味するかは、本当

にその都度の展開で考えればいいわけで、別にこれは都市計画を必ず指しているとは私は

言いませんし。

【御厨委員長】　　でも、それは考え方によっては見えるというね。

【越澤委員】　　私個人は思っています。

【御厨委員長】　　そうすると、文章はどうしますか。「別途」というふうに入れなくて、

そこはあれかな、「必要があれば」としましょうか。「今後は、必要があればＰＩプロセス

についての点検評価や技術的課題など」、この「（交通需要予測、環境対策など）」というの

は取りますか。そうか、そこで森田委員の意見があったんだ。ごめんなさい。

【森田委員】　　僕は、今までの文脈で、この有識者委員会として住民の方々から寄せら

れる意見を、そのインタラクションの中で検討してきたそこの文脈から考えて、そこは落

としてもらいたくないし、むしろ住民の方々が言われる誘発交通量、それはほかの言葉に

変えていただいてもいいですけれども、そういった例示はやはり文脈の中でウェートはつ

けるべきだと思います。それは、私のお願いです。これは定性的な形でしか、今、論じら

れないものですから、今後、この道路の議論というのはどうしてもずっと続く問題ですか
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ら、このあたりであるしっかりした検討はやってくださいよというニュアンスも出すため

に、これはなんらかの形で伝わるようにしていただければ結構ですけれども……。

【中条委員】　　森田先生のおっしゃることについて書くのであるならば、資料提供のと

ころかな。

【御厨委員長】　　前ですね。

【中条委員】　　ええ。３ページの（５）の中に入れたほうがいいのかなと思いますね。

【森田委員】　　実は、そこの（５）で入れ込んだときに、今のところ、結局出せること

というのは非常に定性的な検討結果しか出せないわけですね。

【中条委員】　　いや、そんなことはないと思います。

【森田委員】　　構想段階でできるところはですね。もし、それがある程度具体的な検討

に結びつくような専門家の検討が始まる、あるいはそれができるのであれば、それはここ

で書いてもらったほうがありがたいことなわけです。

【中条委員】　　ただし、まだ不確定要素が多いためということで、より詳細な計算が必

要であるということは言っているわけですね。その、より詳細な計算の中身はいろいろあ

るわけで、そういうことの中に入っていると考えることはできないのか。

【森田委員】　　ですから、いろいろなところで例示がございますけれども、それはそれ

なりに文脈として強弱があるわけでして、強弱をつけるためにそういう例示を挙げるわけ

で、私の今までＰＩプロセスにかかわった経験から見ると、やはりそのあたりが一つのネ

ックになっているかなという気が少しいたしましたものですから、そこをあえて、例示を

挙げていただきたいということなんです。

【中条委員】　　例えば、３ページの（５）の「３）検討の粗さ」というところの３つ目

の・ですね。「ただし、まだ不確定要素が多いため、次の段階以降、交通需要予測等につい

て」というのを入れるということではどうなんですか。

【森田委員】　　中条先生、なかなかうまく読み取っていただいてありがとうございます。

私は、その趣旨が説明されたならばそれで結構ですし、それでいいです。

【御厨委員長】　　では、ここに入れますか。今、言った「交通需要予測」でいいのかな。

「誘発交通」という言葉は必要ですか。

【中条委員】　　いや、「誘発交通」という言葉になると……。

【御厨委員長】　　問題なんですね。

【中条委員】　　問題があるというか。

【御厨委員長】　　だから、それを無しにして、ここに「次の段階以降、交通需要予測な

ど」。

【中条委員】　　「予測等について、より詳細な計算が」。

【御厨委員長】　　「等について、より詳細な試算が必要である」と。では、ここに入れ

ましょう。

【森田委員】　　どうもありがとうございます。
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【御厨委員長】　　これで森田委員の思いは達成されるということになりました。

【中条委員】　　ただ、一言申し上げておくと、交通需要のやり方としては、今、使われ

ている技術というのは、今の技術では、現状の技術レベルとして妥当な方法だとですね…

…。

【森田委員】　　いや、私はそれに対して否定しているわけではないんです。だけれども

……。

【中条委員】　　だから、手法を開発しろという話であるならば、それはここで言っても

少し無理かなと。石田先生、頑張ってねと。

【森田委員】　　いや、開発ということ以上に、やはりきちっとしたデータの問題からや

っていかないと、そこはある程度の、大体どのくらいの不確実さがあるかさえもよくわか

らない。

【中条委員】　　もし入れるとすると、ですから不確定要素が多いため、もともと当たら

ないものだと。その当たらない結果についての認識をちゃんと考えておかないといけない

という話なんです。その話だと、ここのところなんですね。４ページの【柔軟な対処】と

いうところに本来入るべきなんです。

　結局、交通需要予測、今の技術レベルで議論しても、交通需要予測がきっちり当たるな

んてことはまずあり得ない。細かくなればなるほど当たらない。日本全体の交通需要予測

なら、まだある程度方向ぐらいわかるけれども、外環の交通需要予測なんて、そんな確定

的に絶対、いろいろな要素がありますから確定的に出せるものではなくて、それを前提に

して議論をしなきゃいけないという話なんです。

【森田委員】　　中条先生、それは少し趣旨が違いまして、私が言いたいのは、不確実性

があるということはよくわかる。私は地球温暖化の予測をやっていますから、不確実性な

んてもっとありますよ。だけども、そこで大事なことは、ある時点、ある時点で最も整合

的な議論、整合的な方法論、より整合的なものをやはり政策として使わなきゃいかんから、

その過程でいろいろな技術、あるいは研究レベルで議論がされなければいけない。そこの

議論をオープンな場で続けてくださいよということを言っているわけです。

【中条委員】　　ああ、わかりました。

【森田委員】　　そういうことなんです。だから、僕は今さっきの、不確実的要素が多い

ところのより詳細な試算というところに書いていただければ、それで結構だと思います。

その議論はそれでよろしいと思います。

　もう一つだけ、委員長、お願いしていいですか。

【御厨委員長】　　はい、どうぞ。

【森田委員】　　実は私、このＰＩ有識者委員会として、今回、ＰＩ有識者委員会が自己

評価をやりまして、では、それでおしまいというのはちょっと無責任かなと。無責任では

ないですね、もう少し期待に合わないかなと。すなわち何かというと、これは初めてのＰ

Ｉプロセスの例ですから、それに対して、次にＰＩプロセスをやる人に対して、これは全
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然だめだったのか、あるいはお勧めなのかということについて、若干のコメントをやはり

最後のところに書かれたほうがよろしいのではないかと思うわけです。

　私、実は道路にかかわるのはこれが生まれて初めてでございまして、道路の計画決定プ

ロセスというのは、こんなことを言ったら失礼なんですけれども、暗いイメージを持って

いたんですけれども、このＰＩプロセスを見まして、協議会でも皆さん非常に熱心な態度

で意見を交換される。それから、構想段階での情報を非常に真摯な態度で事務局が提供さ

れているということを見まして、やはりこういったＰＩプロセスというのは、ある意味で

今後ともやられたほうがいいのではないかというメッセージは、この有識者委員会のほう

から出したほうがいいと思うんです。

　ですから、「５．」の一番最後ぐらいに、例えばこういう文を入れていただきたいんです。

「今回のＰＩプロセスにおいて、幾つかの反省すべき点はあるものの、計画決定プロセス

に大きな改善が見られる。今後この経験を参考にして、他の事業へのＰＩプロセスの積極

的普及が期待される」と、この程度のことは当有識者委員会のメッセージとして言ったほ

うがいいのではないかという気はいたします。それは私の意見です。

【御厨委員長】　　ありがとうございます。私は、とにかく事実、やったことを全部公開

することによって、それこそこの委員会の評価自体は外から来るんだろうと。私たち自身

も、自分たちが１年間やったことは何であったのかって、実は本当はまだよくわかってい

ないところがあると僕は思っています。したがって、そういう評価は、一旦委員会を閉じ

て外側に投げるべきであり、外側がそれを判断するだろう。我々自身も、今度やめてしば

らくたったら、意外にあの委員会は役に立っていたんだと思うかもしれないし、やはりだ

めだったかと思うかもしれない。そこのところは少し僕は森田委員と意見が違って、今後

の可能性も含めて、私はこの中で、今回の提言の中ですべて議論をしてしまっていると思

うので、あとは、外がどう評価するかという問題ではないかという気がするんです。

【森田委員】　　私は、委員会について評価してもらう、やるべきだと言っているわけで

はなく、ＰＩプロセスについて言っているわけです。それで、この委員会というのはＰＩ

プロセスを評価したわけですから、前の報告の中で、ある程度ＰＩプロセスはいいところ

があった、こういうふうに改善したということを言っていて、じゃあ評価は外に任せるよ

というんじゃないと思うんです。この委員会の評価ではないわけです。ＰＩプロセスの評

価を求められたときに、これは外かく環状という特殊な一つのケースなんですけれども、

一般的に見たときに、じゃあこのＰＩプロセスというのはどうなんだと言われたときに、

やはり今後の普及というものは期待していいのではないかという気がするんです。

【御厨委員長】　　なるほど、わかりました。ただ、ＰＩプロセスというと、これはまだ

終わっていないわけでしょう。

【森田委員】　　終わっていないです、今の段階です。

【御厨委員長】　　だから、今の段階でそれをよかったねと本当に言っていいものかどう

かというのは、若干、私は、まだそこは二の足を踏むという感じがしますけどね。
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【越澤委員】　　よろしいですか。まず最初に、今のご提案の前に、既に出されている案

文の最後の確定の話をお願いしたいと思いますが、こういう形でどうでしょうか。既に決

まったことは、本来、留意事項だったのが上に上がりましたので、「本委員会の果たした役

割」というタイトルが格上げになりますと、素直にいくと、２行の文章と次の・の４点に

来るわけです。あとは素直に、その後は・を取ってしまって文章になると思いますが、こ

こは「点検評価」がダブりますので、私はなしでいいと思います。「今後必要があればＰＩ

プロセス、技術的課題などに対して、適宜、有識者・専門家の意見を聞くべきである」と。

これでよろしければ私は全然構いませんので。

【御厨委員長】　　今のでいいんじゃないでしょうか。さっきもそういうふうにおっしゃ

ったから。では、これはこれで完了です。

　そうすると、あとはＰＩプロセスの評価ね。まあ、それは入れてもいいんだけれども…

…。

【越澤委員】　　私の意見、言っていいですか。

【御厨委員長】　　どうぞ。

【越澤委員】　　森田先生の意見もわかるんですが、今、ちょうどまさに我々の役目とし

ては、１回このＰＩプロセスの、住民の方々や行政がやっているものについてのこれまで

の評価と、今後こうしてほしいということをいろいろ注文したり、論点整理したというこ

とで、それがさらに全体として、どういう形になるかわかりませんが、ある時期にきちん

と決着なり合意形成を見ることを期待しているわけですので、それは本文に何度も繰り返

し書きましたので、それでいいのではないかと思います。

　それともう一つは、やはり私としては、外かく環状道路に関するＰＩなり今後の、今ま

での問題点だと今後について設置された委員会ですので、一応それにとどめて、広く一般

道路問題については、やはりここでは言わないほうがいいのではないかと私は思います。

それが私の意見です。

【御厨委員長】　　中条委員、いかがでしょう。

【中条委員】　　入れてはいけないということはないかなと、入れてもいいなと。最後の

結びの文章が何か欲しいなという気持ちがありますね。まさに委員長、越澤委員がおっし

ゃるように、この評価については中でやっているということがあるから、どうしても入れ

なきゃいけないという話ではないし、これを読めば森田先生がおっしゃるようなことは読

み取れると思うんです。だから、どうしても入れなきゃいけないということではないけれ

ども、別に入れてはいけないことではないし、何か結びの感じとしてそういうのが一つあ

ったほうがいいのかなと。「おわりに」でもいいですね。

【越澤委員】　　それで外かく環状道路の問題を書いたらどうでしょうか。一応これ、３

５年凍結になって、今、こういう動きに来たわけですから、我々としては今後の解決の一

つの役に立つことになったら大変……。

【中条委員】　　役に立つ可能性を有しているぐらいの表現で。
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【越澤委員】　　そういうことだったら我々は大変幸いだとか、あるいは今後皆さんの、

住民と行政のご努力によって、なるべく早い時期に決着を見ることを期待していますとか、

そんなような言い方が。

【中条委員】　　それぐらいの感じで、さっきの森田先生の案を若干修文していただいて、

最後におわりにと。

【御厨委員長】　　では、こういうふうにしますか。今、森田委員の言ったところの最初

はあれして、「今回のＰＩプロセスにおいて、幾つかの反省すべき点はあるものの、外環の

計画決定に大きな改善が見られる。今後、この経験がさらに役に立つ可能性があるならば、

委員会としては本望である」、あるいは「委員会としては」。うーん、ここのところが難し

い。

【越澤委員】　　「反省」は少し変だと思うんです。過去の行政の問題点は既に言ってい

るわけで、それから今も協議会、多少もたつきながらもやっているので、ぜひ頑張ってね

というのはもう言ったわけで、あと、我々自身が自己反省すべきかどうかというところは

ちょっとまだわからなくて。

【御厨委員長】　　そこは関係ないんだな。

【中条委員】　　「留意点はあるものの」ぐらい。

【御厨委員長】　　だんだん何だかあれだね、いい……。

　「今回のＰＩプロセスにおいて、幾つかの留意点はあるものの、外環の計画決定に大き

な改善が見られる。今後、この経験がさらに生かされることを我々としては期待したい」、

これでどうでしょう。

【中条委員】　　うん、それですね。

【御厨委員長】　　よかった。ちゃんとおしりに来ました。

【森田委員】　　よかったです。私はそれで結構です。

【御厨委員長】　　わかりました。

　では、そういうことにして、今、事務局のほうでまとめていただいていると思いますが、

そこでもう一遍直ったところをきちんとフォローして、時間が押していますけれども、今

日はやりたいと思いますので、すみません。

　事務局のほうでできた案、手書きで結構ですから持ってきていただいて、それで最終確

認をする。文章はこの前みたいに同時進行できれいにしなくて結構ですから、いかにも手

書きのほうがやったという感じがしますので、それをお手渡しする。提言そのものは後で

きちんときれいにできると思いますので、文章直しが済みましたらこちらにもお回しいた

だいて、最終確認をいたしましょう。

　大変議論が長くなりまして、一番最後に皆さんの思いが全部出ているので。森田委員の

言うこともよくわかりました。

【森田委員】　　いえいえ。

【御厨委員長】　　すみません。いろいろと議論をしていると、だんだんわかってくるの
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で。

【国土交通省】　　委員長、今、直った文でも、ちょっと読みましょうか。

【御厨委員長】　　はい、お願いします。

【国土交通省】　　それでは、手書きで修正した部分を今お配りしておりますが、手書き

で修正した部分だけ少し説明させていただきます。

　まず、３ページの上から３行目でございますけれども、「情報不足について批判も寄せら

れたが、構想段階での検討レベル」に続けまして、「検討レベルや現状の技術レベルから見

てやむを得ないものと考える」というのが修正の１点目です。

　それから、「（５）情報提供の内容についての評価」の「３）検討の粗さ」の下から２行

目でございます。「ただし、まだ不確定要素が多いため、次の段階以降、交通需要予測等に

ついて、より詳細な試算が必要である」。

　それから、その下の「以上」以下の２行を変えまして、（６）というのをつけまして、「こ

れまでのＰＩ評価のまとめ」ということで、「平成１４年１１月までのＰＩプロセスを総じ

て、行政側からおおむね合理的な資料提供がなされている。さらに必要とする資料を提供

する努力をしていくべきである」。

　それから、「４．」のところでございますが、配慮すべき事項３点ございまして、３点目

の「上記全てを含めたコストと経済効果」を直しまして、「上記全てを含めた費用と便益」。

【御厨委員長】　　これは「費用対」と書いてあるけれども、「と」でしょう。これ、「と」

だよね。

【中条委員】　　「と」ですね。

【国土交通省】　　「費用と便益」ですね。

【御厨委員長】　　ここは「費用対」にすると変だよ。

【国土交通省】　　はい。「費用と便益があげられるので、今後、議論を深めて行く必要が

ある」ということでございます。その下に、また追加でございます。「なお、必要性につい

ての議論を進めるためには、具体的な条件を設定した計画案が必要である」というのを入

れてございます。

　それから、【インターチェンジと上部利用】のところでございますが、２つ目の「したが

って、今後、外環計画の議論を進めるにあたっては、インターチェンジ無し地下化案を検

討の基本において議論を進めるべきである」。

　それから、そのページの一番下でございますが、「インターチェンジ無し地下化案の検討

のために、その計画内容、環境への影響等々の検討を進める」ということです。

　それから、４ページ目でございますが、上から３つ目の・でございます。「外環の行政判

断、政策方針の決定については、時間管理の観点が重要である。したがって、平成１５年

３月にたたき台の提案から２年を迎えるということを十分認識して取り組むべきである」

という修正でございます。

【越澤委員】　　「十分に」、「に」が抜けた。



- 29 -

【国土交通省】　　「十分に認識して」ですね。すみません。「十分に認識して取り組むべ

きである」。

　それから、その下、【沿道環境への影響について】というところでございますが、ここは

ないんですね、すみません。

　【費用対効果】のところを、【費用対便益】というタイトルに直してございます。

　それから、今後、社会的便益や外部不経済（環境コスト等）」を入れてございます。それ

から、「なども考慮して社会全体としての必要対効果」を「費用対便益」に直してございま

す。それから、「の比較を行うとともに、主体別の配分並びに補償問題などもあわせて検討

し、総合的判断を行うべきである」。

　次に、下の「５．」を全部入れるということで、「１）ＰＩ外環沿線協議会」というのが

ありまして、「ＰＩ外環沿線協議会については、地元住民及び区市との重要な意見交換の場

であるので、現時点で事務局と進行役を務める国と東京都は運営方法を改善し、議論が深

まるよう務めるべきである」。

　「２）」が、「住民の生活補償のために今後検討すべき課題」ということで、中身が同じ

で場所を移す。

　「３）沿線住民アンケート」も、内容は同じで上に上げるということでございます。

　したがって、次の「５．」は「本委員会の果たした役割」というタイトルになりまして、

「これまでに行った本委員会の活動を自己評価すると……」というのが続いて、ずっと来

て、・が取れて頭に上がるんですね。「今後は、必要があれはＰＩプロセスや技術的課題な

どに対して、適宜、有識者・専門家の意見を聞くべきである」。

　そして、最後「６．おわりに」という項目をつけて、「今回のＰＩプロセスにおいて、幾

つかの留意点はあるものの、外環の計画プロセスに大きな改善が見られた。今後、この経

験がさらに生かされることを委員会として期待したい」だったですか。

【御厨委員長】　　そう、「委員会としては期待したい」。そうしましょう。

　というのが今回の修正のすべてでございます。これでよろしいですか。もう一度、皆さ

んちょっと確認をしていただいて。

【中条委員】　　僕、日本語はあまり自信ないんですけれども、３ページの新しい（６）

これまでのＰＩの評価のまとめのところで、これ、「平成１４年１１月までのＰＩプロセス

を総じて」でいいんですか。

【御厨委員長】　　これがちょっとね、文章、気になったんだな。

【中条委員】　　「ＰＩプロセスは」。

【越澤委員】　　「は」だね。

【御厨委員長】　　そうですね。「は」でないとおかしいね。

【国土交通省】　　さっきは、「プロセスについては総じて」というふうに。

【御厨委員長】　　そうか、「については」がないんだ。

【国土交通省】　　「平成１４年１１月までのＰＩプロセスについては、総じて行政側か
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ら……」と。

【御厨委員長】　　「については」です。

　ほかに直すところはありますか。どうでしょう。

【越澤委員】　　こだわりませんが、専門的になるのでちょっとわかりづらいのが、４ペ

ージの追加したところですが、「主体別の配分」というのは、主体別ってわかりますか。

【御厨委員長】　　ああ、そうか。なるほどね、どうだろう。確かに、突然、主体と言っ

たら、何が主体であるかというのは。中条委員、何かいい言葉ありますか。確かにこれは

少しわかりにくい。

【越澤委員】　　いきなり、何の主体か。

【御厨委員長】　　補償問題のほうは極めてよくわかるんだけれども。

【越澤委員】　　これはわかりますね。

【御厨委員長】　　ここをどういうふうに。

【中条委員】　　ここのところは、「費用対便益の比較を行うとともに、その帰属先」だと

また難しい？

【御厨委員長】　　帰属先ね。

【中条委員】　　要するに、費用と便益の帰属先なんです。

【御厨委員長】　　ああ、どこへ行くかということね。

【中条委員】　　そうそう。

【御厨委員長】　　帰属先ね。うーん……。

【中条委員】　　もっと具体的に言えば、だれがその費用を負担し、だれがその便益を享

受するかなんですよね。

【御厨委員長】　　そうだよね。

【中条委員】　　それは少し長過ぎるよね。

【御厨委員長】　　そうですね。

【越澤委員】　　それでもいいんじゃないですか、今の話。

【御厨委員長】　　これ、入れたほうがいいと思う。だって、これじゃ、主体別じゃわか

らないし。

【越澤委員】　　今の話でいいと思います。

【中条委員】　　それでは、「だれがその費用を負担し、だれがその便益を享受するかにつ

いて」。ちょっと待って、その後の続きがあれですね。「するかについての検討、及び補償

問題などもあわせて検討し」、何か検討が続きますが。

【御厨委員長】　　検討が続き過ぎるね。だから、そこは今おっしゃった「についての問

題」としようか。「についての問題、並びに補償問題などもあわせて検討し」と。そこのと

ころを「問題」にすればいいでしょう。

【国土交通省】　　もう一回読んでみましょうか。

【御厨委員長】　　はい。そこ、読んでください。
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【国土交通省】　　「今後、社会的便益や外部不経済（環境コスト等）なども考慮して、

社会全体としての費用対便益の比較を行うとともに、だれがその費用を負担し、だれがそ

の便益を享受するかについての問題、及び補償問題などもあわせて検討し、総合的判断を

行うべきである」。

【御厨委員長】　　どうですか、それでいいですかね。

【国土交通省】　　よろしいですか。

【越澤委員】　　あと、これもこだわりませんが、その下の１）ＰＩ外環沿線協議会の追

加した文章なんですけれども、「現時点で事務局と進行役を務める」というのは入れる必要

はありますか。要は、「国と東京都に運営方法を改善し」とストレートに出したほうが、か

えって伝わるような気もするんですが。まあ、これはこだわりませんので。素直に読む場

合にはこのほうが、「運営の改善と」。

【御厨委員長】　　うん、運営の改善がポイントですからね。だから、まあ、これはあっ

てもなくてもいいような感じではあるね。どうしますか。

　中条委員、どうですか。

【中条委員】　　多分、石田先生が「現時点で事務局と進行役を務める」とわざわざ入れ

たのは、現時点はそうだけれども、必ずしも……。

【御厨委員長】　　これは変えたいという意思表示だろうな。

【中条委員】　　意思表示でしょうね。それを入れないで、「国と東京都は運営方法を改善

し」と言ってしまうと、国と東京都が運営方法を握っているというニュアンスにとられて

しまいますよね。本来は、協議会自身が運営方法を考えるべき問題なわけですよね。

【越澤委員】　　そうですね。まあ、当事者がいらっしゃないので、そのままにしますか。

【御厨委員長】　　うん。では、これは残そう。

【越澤委員】　　いないときは、あまり変更は。

【御厨委員長】　　そうそう、彼の意見だから。では、そうしましょう。

　ほかにいかがでしょう。

【国土交通省】　　すみません。事務局から１点よろしいでしょうか。

【御厨委員長】　　はい。

【国土交通省】　　先ほどの【費用対便益】のところで補償問題という言葉が出たんです

が、これはいわゆる経済学的な意味での補償ということなのか、それとも通常一般に使う、

病気やけがに対する補償とか、そういう意味とは別な意味なのか。その辺がよく理解でき

なかったんですが。

【中条委員】　　その経済学的な意味の補償と、今おっしゃった補償との意味がどう違う

のか、私はわからないんですけれども、今、ここで書いていらっしゃる漢字の意味での補

償という意味ですね。ちょっとご質問の趣旨が、逆にわからないんですが。

【御厨委員長】　　補償の意味が、一般的なのか、それともある特定の事態を指して言っ

ているのかと、そういうことかしら。どういうことだろう。
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【国土交通省】　　土地を取得して用地補償をすると、用地補償費ということで公共事業

は補償費を使うんですが、例えば費用と便益をいろいろ分配して、こっちの負担を反対派

の人が払うという大きい意味での補償というのも使うと思うんですが。

【中条委員】　　それは同じじゃないかな。

【国土交通省】　　ただ、直接的に金銭補償を伴うか、大きい意味でこういう移転を伴う、

例えば税金とかなんとか。

【中条委員】　　必ずしも金銭補償でなくてもいいわけですね。土地移転を強制された人

が代替地をもらうというやり方の補償もあれば、金銭で補償するやり方もあるわけですし、

あるいは別途もっとほかの補償のやり方もあるけれども、そこまでは言っていないわけで

す。要するに、コストをこうむった人に対して、その人が便益を得ていないにもかかわら

ずコストだけを負担させられている場合には、そういう補償がないといけないですよとい

うことです。

【国土交通省】　　そういうことですよね。ですから、もう少し幅広い、そういう意味な

んですが。

【中条委員】　　ええ、そうです。

【森田委員】　　中条委員、そういう幅広い議論だと、例えば補償メカニズムという感じ

で書かれるともう少し……。

【中条委員】　　そうですね、どうなんだろ……。「補償のあり方」ではだめ？　それでも

同じか、今の疑問にはこたえられないですか。補償メカニズムね。

【国土交通省】　　公共事業の場合は、どうしてもやはり直接的な金銭補償ということで

大体言葉として使うものですから、この中でそういうふうにとらわれてしまうと、すべて

金銭補償の対象になると、個別の。

【中条委員】　　ああ、なるほど。そうすると……。ただ、補償問題、今は狭い意味も入

っていて構わないわけですよね。

【国土交通省】　　それはもちろんそうですけれども。

【御厨委員長】　　それのみにとられるおそれがあるという、だからそこを、もう少し幅

広いよと。さっき私が言ったみたいに、一般的だよというようなニュアンスが出る表現、

ないしは括弧書きをつけるかということでしょうな。

【中条委員】　　どうしようか。さっきどうしたっけ。「だれに便益が帰属するか」か。

【御厨委員長】　　「についての問題」、それで「及び補償問題」と、こう来るわけですね。

だから、そこは……。

【中条委員】　　論文で書くとすれば、「再分配のあり方」なんです。そうすると、今度「費

用と便益の再分配のあり方」。そんな面倒くさい文章、論文じゃないですからね。その「補

償メカニズム」としても、やはり読む人はそっちのほうの、今、おっしゃった狭い意味で

の補償ととってしまうかな。

【森田委員】　　メカニズムと言うと、どういうメカニズムをそこに要して、どうすれば
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いいかという枠組みだけを示して、それそのものについては、それはもう実態の政策の中

でやると言えばいいですよね。

【国土交通省】　　費用と便益のバランスとか格差とか、そういうようなニュアンスなん

ですか。

【御厨委員長】　　では、そこを「補償メカニズムのつくり方の問題などもあわせて検討

し」というのはどう？　メカニズム自体をつくるんだと。

【中条委員】　　そうなんですね。

【御厨委員長】　　だから、それは広い意味も狭い意味も入るでしょう。

【中条委員】　　ええ。

【越澤委員】　　こんな感じでどうかしら。補償のメカニズムでもいいんですか。

【中条委員】　　補償の枠組みですよね。

【越澤委員】　　こんな文章、どうでしょうか。「今後、社会的便益や外部不経済（環境コ

スト等）なども考慮して、社会全体としての費用対便益の比較を行うべきである。」と１回

短く切ってしまって、それで「だれが…（中略）…補償問題なども含めて」、あるいは「総

合的判断行うべきである。」とか、とりあえず２つの文章に分けておいたほうが読みやすい

んじゃないかしら。

【御厨委員長】　　ここは少し長い気はしたんだ、僕も。

【中条委員】　　うん、そうですね。

【御厨委員長】　　分けるのはいいんだけれども、分けても補償の問題は解決しないな。

【中条委員】　　「その是正方法」としてしまいますか。「だれが費用を負担するか、だれ

に便益が帰属するかの問題についての検討、及びその是正方法もあわせて」。

【御厨委員長】　　「検討し」だ。それで、「総合的判断を行うべきである」。どうでしょ

う、「是正方法」。これなら大丈夫じゃない？

　じゃあ、そこのところ、今、越澤委員とやったので、もう一遍ちょっと読んでもらえま

す？

【国土交通省】　　「今後、社会的便益や外部不経済（環境コスト等）なども考慮して、

社会全体としての費用対便益の比較を行うべきである。あわせて、だれがその費用を負担

し、だれがその便益を享受するのかについての問題、及びその是正方法などもあわせて検

討し、総合的判断を行うべきである」。

【御厨委員長】　　あわせてが２つ出るね。「なども検討し」でいいんじゃない？　「その

是正方法なども検討し」で、そこのところの「あわせて」は要らないと思う。あわせてが

最初に来ちゃうから。それでもう一遍、すみません、読んでください。

【国土交通省】　　はい。「今後、社会的便益や外部不経済（環境コスト等）なども考慮し

て、社会全体としての費用対便益の比較を行うべきである。あわせて、だれがその費用を

負担し、だれがその便益を享受するのかについての問題、及びその是正方法なども検討し、

総合的判断を行うべきである」。
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【御厨委員長】　　どうでしょう。

　ほかにありますか。大体そんなところでしょうか。大変長く時間がかかってしまいまし

たが、一応これで修正の確認をいたしましたので、最終的に今、確認したものを本委員会

の最終提言とさせていただきます。

　それでは、ここで議事進行を事務局のほうに戻したいと思います。

【東京都】　　ありがとうございました。修正文はもう大丈夫でしょうか。

　それでは、委員長にお持ちいただいて、この場で渡辺関東地方整備局長及び、本日、勝

田都市計画局長はりんかい線の開通式にお出になっておりますので、代理で杉浦技監にご

提言をお願いしたいと思います。

　それでは、カメラの方、どうぞお入りください。

　委員長、カメラの方々があれですので、もう一度お渡しのところを、最終でございます

ので。

　　　　　　　　　　　　　（委員長より最終提言提出）

【東京都】　　報道の方、よろしゅうございますでしょうか。それでは、これでカメラ撮

りを終了していただきますようお願い申し上げます。

　ここで、大変長い間ご審議いただきました委員の先生方に、関東地方整備局の渡辺局長

から一言ごあいさつをお願いいたします。

【渡辺関東整備局長】　　関東整備局長の渡辺でございます。御礼のごあいさつを申し上

げたいと思います。

　東京環状道路有識者委員会は、我が国初の構想段階ＰＩにおける第三者機関として、昨

年１２月の設立以来、東京外かく環状道路の計画に関し、公正中立な立場から、合計１３

回のご議論を行っていただきました。委員の皆様方には、本委員会が第三者機関という性

格上、従来の審議会に増して大変なご苦労をおかけいたしました。その結果、本日、最終

提言をいただき、構想段階のＰＩとしてこれまでの行政の取り組みについて評価をし、外

環の基本的方針の決定に向けた今後の方向性をお示しいただきました。この最終提言を真

摯に受けとめ、国土交通省、東京都、沿線自治体、市民の方々の間で議論を重ねつつ、早

急に外環の方向性が示せるよう努力してまいります。

　最後に、御厨委員長をはじめ委員の皆様方には、約１年にわたり貴重なご意見をいただ

きまして大変ありがとうございました。本委員会が終了いたしましても、今後ともご指導

をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

【東京都】　　ありがとうございました。

　続きまして、杉浦技監のほうからごあいさつをお願いします。

【東京都】　　東京都都市計画局技監の杉浦でございます。局長が、本日ちょうど、りん

かい線の大崎駅までの開通式典と重なりまして失礼させていただいております。お許しい

ただきたいと存じます。

　御厨委員長をはじめ委員の先生方には、１年間、大変ご熱心にご審議いただきまして、
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本日、最終提言をちょうだいいたしましたことに、まず心から御礼を申し上げます。最終

提言では、これまでの情報提供、意見把握などについて一定の評価もいただいた一方、今

後の外環の進め方につきましては厳しいご助言、あるいは高い見地からのご示唆をちょう

だいいたしたわけでございます。いずれも真摯に受けとめまして、国及び関係区市ととも

に引き続き努力していく所存でございます。また、配慮すべき事柄としまして、地元住民

の方々、あるいは沿道環境への影響などについてのご示唆につきましても、今後、時間管

理を念頭に置きつつ、必要十分な検討を行っていきたいと存じております。

　引き続き先生方に、それぞれの立場からご助言、ご指導をお願い申し上げまして、お礼

のごあいさつとさせていただきます。ありがとう存じました。

【東京都】　　ありがとうございました。

　それでは、この後、当会場の向かいにありますヒスイという会場におきまして、委員長

から提言につきます記者会見を予定してございます。そちらの会場のほうへ移動いただき

たいと思いますけれども、その際、事前に受付においてお渡しいたしました報道関係者用

の受付札をお持ちくださいますようお願い申し上げます。なお、記者会見につきましては

報道関係者のみとなっておりますので、一般傍聴の方は入場できませんのでご了承願いま

す。

　委員長、準備がございますけれども、１２時２０分、あと５分ほどでよろしゅうござい

ますでしょうか。

　それでは、報道の方、１２時２０分から記者会見を行いたいと思います。

　では、これをもちまして、東京環状道路有識者委員会を終了いたしたいと思います。１

年間にわたりご議論いただきまして、大変長い間ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－－　了　－－


